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新 旧 

ルール 22注文の執行 

1.成行注文（クイックトレード） 

当注文は、お客様が取引画面にて発注ボタンをクリックした時点に

おいて、当該画面に表示されている価格を注文価格として発注さ

れます。お客様の注文を当社で受注した時の配信価格が、お客様

の注文価格と一致するかお客さまに有利な価格であった場合、当

該注文価格で約定します。 

ただし、お客様が注文時に許容スリップを設定されている場合に

は、当該設定範囲以内であれば、受注した時の配信価格で約定し

ます。 

なお、当該設定範囲を越えてお客さまに不利に変動した場合に

は、お客様の注文は失効しますが、当該設定範囲を越えてお客さ

まに有利に変動した場合には当該設定範囲上限の価格で約定し

ます。 

以上の仕組みから、許容スリップを設定した場合には、お客様の注

文時に画面に表示されている価格（＝注文価格）と実際の約定価

格との間に差が生じる場合があり、当該相違は、お客様にとって有

利な場合もあれば、不利な場合もあります。（いずれも、お客様が設

定したスリッページ許容範囲以内に限定されます。） 

当注文は、取引時間中のみ行うことができます。当注文は、受付順

に約定しますが、相場急変時や注文の集中等により、当社のカバ

ー先が応じることができる数量を超えて受注した場合、お客様の注

文が約定できず、失効する場合があります。  

当注文において、お客様が発注し注文の執行が開始された後、注

文の約定が完了されるまでの間に相場の急変等によって有効証拠

金がロスカット値を下回った場合は、当注文での約定ではなく、ロス

カット注文の約定が優先されます。 

 

 

2.指値注文 

当注文は、お客様が注文価格を指定して行う注文で、当社がお客

様に配信する価格が、売り注文の場合は、お客様が指定した価格

以上、買い注文の場合は、お客様が指定した価格以下になった時

点で、当該注文価格を以って約定します。（そのため約定時点の配

信価格と比べて、約定価格が不利に約定する場合があります。） 

また、週明けやメンテナンス明けの取引開始時においても同様の

仕組みで当該注文価格を以って約定するため、実勢価格から不利

な方向に乖離した約定価格となり、お客さまに損失が発生する場合

があります。 

当注文は、取引時間外に発注することも可能で、有効期限が終了

するまで、上述の条件で約定するか、取り消されるまで失効しませ

ん。 

また、相場急変時や注文の集中等により、当社のカバー先が応じる

ことができる数量を超えた場合、お客様の注文が約定できないこと

があり、その場合も注文は失効せず、次に執行条件を満たしたとき

に、再度注文の執行を行います。 

当注文において、注文執行条件に達し注文の執行が開始された

後、注文の約定が完了されるまでの間に相場の急変等によって有

効証拠金がロスカット値を下回った場合は、当注文での約定ではな

く、ロスカット注文の約定が優先されます。 

 

3.逆指値注文 

当注文は、お客様があらかじめ執行の条件となるトリガー価格を指

定して行う注文で、当社がお客様に配信する価格が、売り注文の
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く、ロスカット注文の約定が優先されます。 

 

【当社の苦情・紛争処理措置について】 

当社は、「苦情・紛争処理規程」を定め、お客様等からの苦情

等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様の

ご理解をいただくよう努めています。 

当社の苦情等の申出先は、上記申出先の通りです。 

当社は、上記により苦情の解決を図る他に、お取引について

のトラブル等は、下記のＡＤＲ機関（注１）である「特定非営利

活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター」における

苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。 

 

特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」 

住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 

電 話 ０１２０－６４－５００５（フリーダイヤル） 

（月曜日～金曜日 9：00～17：00 祝日を除く） 
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特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」 

住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-13 

電 話 ０１２０－６４－５００５（フリーダイヤル） 

（月曜日～金曜日 9：00～17：00 祝日を除く） 

 

 


